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シルバ ー人材センターの 健康管理に興味のある方

趣旨の徹底と “全員集合"

就業の推進目指して

～平成 25年度就業開拓訪間活動が

実施 されました～

昨年 11月 7日 から11月 14日 の 8日 間

に亘 り、就業開拓員 (理事 )、 就業開拓推進

員 (一般会員)と 女性委員会の方々 27名が

地元企業や一般家庭 などシルバ ーのお客様

330か 所を訪間しました。

多くの未就業会員の皆 さんが就業を希望 さ

れている中、就業開拓委員会の皆 さんは一人

でも多くの方を未就業状態から解消 しようと、

現在発注いただいている事業者や一般家庭の

方々にセンターの事業内容や地域社会への貢

献度の推進などを説明 し、今後の就業拡大に

繋げるための活動を行いました。

お客様からは、現在就業中の会員に対 して

概ねではありますが、「よくやっている」 と

の評価をいただきました。就業中の会員の皆

様には心から感謝を申し上げます。

就業開拓の推進・拡大の前提 として、現在

の仕事を継続 して受注 していかなければなり

ません。会員の皆 さんの 日々の努力が明日・

明後 日の就業に結びつ くことは言 うまでもあ

りませんが、こうした皆様の目に見えない努

力に改めて感謝を中し上げる次第です。

センターを取 り巻 く環境は年々厳 しさを増

し、適正就業、コンプライアンス (法令遵守 )

の徹底 など皆様承知の とお りです。『自主・

自立、共働・共助』の原点に立ち返 り、会員

さん同士助け合いの精神をもってより多くの

方々が就業できるようなセンター運営をして

いきましょう。

～脳外科専門のお医者様をお招きして

長寿についてのお話を伺います～

日本人の平均寿命は男性 79。 55歳、女

性は86.30歳 と発表されています。一方、

健康寿命は男性 70。 42歳、女性は73.
62歳 ということです。 (平成 22年 厚生

労働省)

平均寿命と健康寿命の差は「日常生活に制

限のある不健康な生活の期間」を意味します。

平均寿命の延伸に伴い健康寿命との差を縮め

ることができれば健康な生活をより長く送れ

ることになります。

私たち高齢者がいつまでも若々しく心身と

もに健康に生活 していくためには、また、

安全に就業するためにはどうすればよいので

しょうか。会員の皆様が健康に暮らし、安全

な就業を継続 していくことは、センターに

とっても最大 。最重要な課題であります。
この度、安全管理委員会では『北原RDク

リニック』院長の北原優香子先生をお招きし、

脳外科医からみた高齢者の健康管理の秘訣に
ついての講演会 (研修)を企画しました。こ

の機会を利用して皆様の健康の知識を高めま

せんか。そして、シルバーライフをエンジョ

イしませんか。

日  時 :平成 26年 3月 14日 (金 )

午後 1時 30分～

場  所 :八王子織物工業組合 2階講堂

八王子市八幡町 11-2
バス停 :織物組合前

講  師 :北原RDク リニック院長

北原優香子先生

募集人数 :100名 (申込受付順 :先着)

申込期間 :平成 26年 2月 3日 (月 )か ら

2月 28日 (金 )

申 込 先 :八王子市シルバー人材センター

事務局 電話 626-1274



平成25年分「配分金支払証明書」を

送付しました

平成 25年中に配分金収入があった会員の

方々には「配分金支払証明書Jを 1月 中に送

付しましたので、確定申告の必要な方はご使

用ください。

12月 及び 1月 の入会者数

男 女 計

12月 19人 6人 25メ、

1月 7人 5人 12人

12月 末 日の会員数

男 女

1,971人 533ノヽ 2,504人

平成 26年 配分金の支払い予定表

作業月 就業報告書提出期 日 配分金支払日 備考

26年  1月 分 26年 2月  3日 (月 ) 26年 2月 28日 (金 )

26年  2月 分 26年 3月  3日 (月 ) 26年 3月 31日 (月 )

26年  3月 分 26年  4月  3日 (木 ) 26年 4月 30日 (水 )

26年  4月 分 26年 5月  2日 (金 ) 26年 5月 30日 (金 )

26年  5月 分 26年  6月  3日 (火 ) 26年 6月 30日 (月 )

26年  6月 分 26年  7月  3日 (木 ) 26年  7月 31日 (木 )

26年  7月 分 26年 8月  4日 (月 ) 26年  8月 29日 (金 )

26年  8月 分 26年 9月  3日 (水 ) 26年  9月 30日 (火 )

26年  9月 分 26年 10月  3日 (金 ) 26年 10月 31日 (金 )

26年 10月 分 26年 11月  4日 (火 ) 26年 11月 28日 (金 )

26年 11月 分 26年 12月  3日 (水 ) 26年 12月 26日 (金 )

26年 12月 分 27年  1月  6日 (火 ) 27年 1月 30日 (金 )

由木事務所、由ホ東事務所がこれいになιl春した
～おかげさまで両事務所は平成26年の仕事始めを

清清しい気持ちで迎えることができました(所長談)～

平成 25年度ボランティア活動の一環として 10月
25日 に予定していました「市施設の環境整備」が季

節はずれの台風 28号の襲来により中止になりました

が、市では『新年は清潔な施設で市民を迎えたい』と

の思いから、当センターに由木、由木東事務所の年内
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整備の要望を伝えてきました。

センターでは可能な範囲で行うこととし、 12月 5

日に地域班会員と除草班の会員が両事務所の環境整備

ボランティアを実施しました。残りの施設については、

本年 2月 28日 に行いますので皆様のご協力をお願い

します。

詳細については決まり次第ご連絡いたします。

由木東事務所でのボランティア活動の様子


